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開  会  
 議  長  おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、１０名です。 
 定足数に達しておりますので、令和３年第７回東峰村議会臨時会を開会します。 

 （９時３０分） 
 開  議  
 議  長  それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 
 日程第１  
 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、 
４番 高橋弘展議員、５番 長澤貞義議員を指名いたします。 

 日程第２  
 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題にします。 

 本臨時会の会期は、本日８月１７日の１日間にしたいと思います。 
 お諮りいたします。 
 これに、ご異議ありませんか。 
 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、本日の１日間と決定しました。 
 日程第３  
 議  長  日程第３ 発議第２号「髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会の設置に関す

る決議案の提出について」を、議題といたします。 
 地方自治法第１１７条の規定により、髙倉寛視議員の退席を求めます。 
 （６番 髙倉寛視議員 退席） 

 議  長  補足説明を提出者、伊藤均議員に求めます。 
９番 伊藤均議員 

 ９  番  発議第２号「髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会の設置に関する決議案の

提出について」 
 説明につきましては、決議議案書朗読をもって代えたいと思います。  
 発議第２号「髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会の設置に関する決議案の

提出について」 
 上記の議案を別紙のとおり東峰村議会会議規則第１４条の規定により提出する。 
 令和３年８月１７日提出、提案者は記載のとおりであります。 
 提案理由、令和３年６月第６回定例会において、髙倉議員の一般質問で「議会運営」

及び「プライバシーの侵害」に関する問題が発生しました。このため、この問題に関

する調査を行うため調査特別委員会を設置するものです。 
 名称 髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会 
 設置の根拠 地方自治法第１０９条及び東峰村議会委員会条例第６条 
 目的 令和３年６月定例会における髙倉議員の一般質問に関する調査 
 定員 ５名 
 調査権限 本会議は、地方自治法第１００条第１項、第５項及び第１０項並びに同

法第９８条の権限を髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会に委任する。 
 調査期限 上記特別委員会は、３に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を

行うことができる。 
 調査経費 本調査に関する経費は、１０万円以内とする。以上です。 

 議  長  以上、説明が終わりました。 
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 これより質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
４番 高橋弘展議員 

 ４  番  質問させていただきます。 
 先日、先般の６月定例会の一般質問において、この髙倉議員一般質問されたと思う

んですけれども、そのとき髙倉議員は、村長ご子息が村長私設秘書であること、そし

て、その村長私設秘書である村長のご子息がＳＮＳ、この髙倉議員の発言には

Facebook と言われておりますが、その発言されていることについて質問をされてい

たかと思います。 
 そこで、今回この提案理由にあります「議会運営」及び「プライバシーの侵害」と

いう部分ですね。それが質問の、高倉議員がした一般質問のどの部分に当たるのか。 
 そして、その部分がですね、どのように問題なのかを、具体的にご回答願います。 
 この議案については、議会運営委員会の委員以外の議員には一切何も説明がなく臨

時議会が開かれております。どうかご丁寧なご答弁をお願いいたします。 
 議  長  ９番 伊藤均議員 
 ９  番  ただ今の質問に関しましては、提案理由の説明の中にも書いてありますとおりで

す。 
 なお、議会運営ということにつきましては、通告書と質問の内容とが齟齬している

というようなことで考えておるところです。 
 それから、発言におきます個人的なものについてのですね、プライバシーの侵害に

当たるのではないかというようなこともありました。その中のものについても、それ

が本当に正当なものなのかということについては、調査を行うということでありま

す。 
 それから、発言の中におきますですね、品位の保持についても、やはり疑義がある

ということで、同法の１３２条の規定に沿って調査を行うということであります。以

上です。 
 議  長  ５番 長澤貞義議員 
 ５  番  今、高橋議員の質問の中でプライバシーに関するものは出ましたけど、はっきりし

た説明はなかったかなと思うんです。 
 私はですね、百条委員会を特別委員会としてするということを書いていますので、

百条委員会と言いますと、地方自治法の１００条ですが、百条委員会というのは地方

自治の事務に関する調査ができる、ということを書いていると私は思っております。

一般的には行政上の事務についての調査を行うことがほとんどでありますよね。 
 総務省の調べた過去１０年の全国自治体議会が設置した百条委員会についての、設

置した理由ですね、これの中に、１０年間の中ではですね、議員の一般質問の内容に

ついてを理由とするものはなかったんですね。 
 一議員の一般質問の内容に関する百条委員会設置はふさわしくはない。拡大解釈、

権利の乱用へ繋がると、私は判断しています。地方自治法にも違反しているのではな

いかと思いますが、いかがですか。 
 議  長  ９番 伊藤均議員 
 ９  番  少しお間違いになっておられるのかなと思います。 

 百条委員会を設置するということは、一言もこの中にも書いておりませんし、して

おりません。 
 ただ、調査権限としては、この地方自治法第１００条が、ここに書いております、

中で必要だと。 
 だから、調査権限としてのものをやるだけであって、ここに書いてありますとおり、
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調査特別委員会を設置するということでありますので、百条委員会というようなこと

のものの質問は当たらないと思います。以上です。 
 議  長  ４番 高橋弘展議員 
 ４  番  先ほどの伊藤議員に反論する形で述べさせていただくと、調査権限に地方自治法１

００条に該当する項目を言われておりますので、ほぼ百条委員会と同じとみなして問

題がないかと思います。 
 １００条の権利を有してこの委員会が開催されるということは、もはや百条委員会

であります。 
 さて、先ほどプライバシーの侵害と言われておりましたが、髙倉議員が一般質問さ

れたこの内容に関して、誰に対するプライバシーの侵害なのか、そして、誰がプライ

バシーの侵害と主張されているのか、お尋ねします。 
 議  長  ９番 伊藤均議員 
 ９  番  そのものを調べるために、この調査委員会を開催すると、設置するということであ

りますので、中身については今から調査をしていかなければ、お答えできることはな

いかと思います。 
 その後、調査終了後に報告をするということであります。 

 議  長  ５番 長澤貞義議員 
 ５  番  調査委員会と謳っておりますが、中身は百条委員会だと思うんですね。 

 これは、やっぱりプライバシーの侵害があったかどうかを判断するのでしょうけれ

ど、法的根拠とか、どこまでがプライバシーに関するものなのか、そういう法的根拠

とか判断ですね、これは、どういうふうにして行われていくんでしょうか。 
 議  長  ９番 伊藤均議員 
 ９  番  ここにあります１００条については、正確かつ確実な調査を行うために、この文言

を入れておるところであります。あとはここに記載のとおりです。 
 議  長  ４番 高橋弘展議員 
 ４  番  実際にこのプライバシーの侵害というふうな部分を、もうこの提案理由に述べられ

ているので、おそらくこの髙倉議員の一般質問のどこかにプライバシーの侵害に当た

るという部分の確証があって、この議案を出されているかと思います。 
 ですので、このプライバシーの侵害が一体何なのか、どこに当たるのか、どういう

意味合いでこのプライバシーの侵害に当たるかもしれないと言われているのか、そこ

が明確でなければ、この議案の提出理由としては非常に曖昧なもので、何のためにこ

の委員会を開くか、今一よく分かりません。 
 今回、この髙倉議員が発言された内容に関しては、議事録を読む限りは、私生活に

関するものではないということが明らかになるのではないでしょうか。 
 まずもって村長私設秘書であることは公人に値すること、そして、村長の問題につ

いても論じられているような内容であったこと、総称すると、これは、やはり公的な

発言と捉えてもおかしくはないのはないでしょうか。 
 そのことから、村長私設秘書である村長ご子息は公人、公的な発言をしているとも

言えますので、プライバシーの侵害には当たらないということは、この髙倉議員の発

言の中からは明らかではないでしょうか。 
 今回の提案理由においては、プライバシーの侵害ということが明確に記載をされて

います。村長私設秘書の村政に対する発言に、プライバシーの権利があるか、そこの

理由、権利があるという理由を明確にお答えいただきたいと思います。 
 議  長  ９番 伊藤均議員 
 ９  番  先ほどから申しますとおり、これが本当にどうなのかということを調査するために

やることでありまして、今それを答えるということは全く、この調査をするというこ
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とに関わってくる問題ですので、今発言するようなことではないかと思います。 
 ですから、このとおり、議案書のとおりということであります。以上です。 

 議  長  ５番 長澤貞義議員 
 ５  番  調査委員会ということでございますが、この髙倉議員の一般質問は、村長の私設秘

書に関する文書だと思うんですよね。これを一般質問に上げて、ちょっと読み上げた

ということです。 
 ですので、これは、村長のご子息が髙倉議員に対して、プライバシーの侵害だとい

う裁判でも起こすのが、私は、これは妥当だと思うんです。個人的な私設秘書に対し

ての発言ですので、ご子息が髙倉議員に対してプライバシーの裁判を起こすのであれ

ば、これは妥当だと思います。 
 であるので、東峰村議会が、それを調査をするというのは、ちょっと私は違うんで

はないかと思いますが、その判断はどうですか。 
 議  長  ９番 伊藤均議員 
 ９  番  ご質問ということですけども、先ほどお答えしたとおりであります。他にはありま

せん。 
 議  長  他に、質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 
 これから、討論を行います。 
 討論はありませんか。 
４番 高橋弘展議員 

 ４  番  反対の立場から討論させていただきます。 
 まずもってプライバシーの侵害ということの法的根拠、そして、何がプライバシー

の侵害に当たるのか、誰がプライバシーの侵害と主張されているのか、ということが

全く明らかでないままに、この案件をプライバシーの侵害という問題にしてしまって

おります。 
 プライバシーの侵害とは、私的なこと、あるいは私生活が公開されることにあり、

髙倉議員が一般質問で読み上げた内容は、村長私設秘書業務と明言されていることや

村政についての考えを各所で言及されているものと受け止められます。 
 ＳＮＳの公開範囲、いわゆるこの文書、投稿を見れる方が限定的であったにしろ、

村長私設秘書としての発言に外ならず、私的な発言でないことは明らかです。 
 その上で法的根拠が明確でないまま、そもそも行政の事務を調査するための地方自

治法の１００条の権限を有した委員会を立ち上げて、議員の一般質問を調査するの

は、議員の言論の自由を奪うものに外なりません。 
 また、この内容の出どころを問うようなことがあれば、村民の議会への不信は高ま

り、誰も議員への提案、意見や情報提供は今後起きなくなることでしょう。 
 本来この地方自治法１００条を有した委員会を設置するのであれば、「村長私設秘

書の発言及び村長の責任について」ではないでしょうか。 
 昨年から続くコロナ禍において、近日中にも発することが予定されている緊急事態

宣言、そして、先週から続く豪雨に対し、村民の皆様も様々な不安感が高まっている

ことだと思います。 
 議会としては、その多くの村民の皆様からのご意見を政策としてまとめ提言するこ

と、そして、日々の行政の監視機能を高めていくことが本来の仕事ではないでしょう

か。 
 この案件に対し、設置目的、提案理由に到底理解できないことから、反対いたしま

す。 
 議  長  賛成討論はありませんか。 
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８番 泉 守議員 
 ８  番  日程第３ 発議第２号についての賛成の立場で討論を行います。 

 髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会の設置に関する決議案の提出につい

てでございますが、良いか悪いか、今ここで判断することはなかなか難しいと。そう

いった立場から、この件についてはですね、どのようにあったのかと調査をする。調

査をすることであってですね、その報告は、また追って分かることでございますので、

調査委員会の問題でございますので、私は、こういったことにつきましては、賛成の

立場から討論を行います。以上です。 
 議  長  他に、討論はありませんか。 

５番 長澤貞義議員 
 ５  番  私は、反対の討論をいたします。 

 先ほども申し上げましたように、これは村長とご子息の個人的に設置した私設秘書

の問題でありますので、髙倉議員がそのことに対して発言をしたのであり、このこと

に関して、議会がそれに踏み込んで調査委員会を立ち上げるということ自体が、ちょ

っと私は腑に落ちないと思います。 
 そして、東峰村議会が１人の議員をですね、自分たちの意にならないからといじめ

るような形で、この委員会を 
 議  長  長澤議員、その言葉は不穏当な発言ですので、その言葉を訂正してください。 
 ５  番  分かりました。 

 だから、自分たちの意のままにならないからとですね、このような委員会を設置す

るべきではないと思い、私は反対いたします。 
 議  長  長澤議員の先ほどの討論において、不穏当な発言があったと思いますので、調査を

し、それがあれば是正をいたします。 
３番 黒川隆康議員 

 ３  番  私は、賛成の立場から討論いたしたいと思います。 
 そもそもですね、このプライバシーの侵害問題については、ご本人からですね、調

査をしてくださいと、調査をしてくれというような要望もありました。そういうこと

も含めてですね、この調査委員会を立ち上げることに対しては、私も賛成であります。

以上です。 
 議  長  他に、討論はありませんか。 

 ないようですから、討論を終結いたします。 
 これより採決します。 
 発議第２号「髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会の設置に関する決議案の

提出について」を、お諮りいたします。 
 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  賛成多数と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 議  長  暫時休憩しますので、ちょっとそのままでお待ちください。 
 議  長  会議を再開いたします。 
 日程第４  
 議  長  日程第４ 「髙倉議員の一般質問に関する調査特別委員会」の委員の選任をこれか

ら行います。 
 選任につきましては、委員会条例第８条第１項の規定により、ただ今お手元にお配

りいたしました名簿のとおり指名したいと思います。 
 これに、ご異議ありませんか。 
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 （「異議あり」の声あり） 
 議  長  異議ありがありましたので、挙手によって採決をいたします。 

 （「議長、議事進行。」の声あり） 
 議  長  挙手によって採決をいたします。 

 （「議長、議事進行。」の声あり） 
 議  長  答えるあれがありません。 

 （「議長、議事進行。」の声あり） 
 議  長  議事進行でも議長として答える位置にありませんので、これより採決を行います。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 
 （賛成者挙手） 

 議  長  賛成多数と認めます。 
 よって、本案は、原案どおり選任することに決定をいたしました。 
 暫時休憩します。 
 （６番 髙倉寛視議員 入室） 

 議  長  以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 
 これをもちまして、令和３年第７回東峰村議会臨時会を閉会いたします。 

（９時５７分） 
         上記会議の経過を記載し、その相違ないことを 

証するために署名する。 
 
 
 

議  長 
 
 
 

議  員 
 
 
 

議  員 
 
 
 
 
 
 
 

 


